
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅野商工会議所 行  FAX：0266-72-9030    申込日    年   月   日 

※ご記入いただいた情報は、当会からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。 

事 業 所 名  T E L  

所 在 地  F A X  

受講者氏名 
 受講者氏名  

中島
なかしま

 祥
よ し

貴
たか

 氏 
・中島税理士・行政書士事務所 所長 

 
２００４年に 30 歳の若さで起業し、その時の体験やその後のクライア
ントの大変さから、起業支援や経理・税務の理解のし易さを心掛けて
いる。地道な事を、できることをひたすら愚直に行動し実践すること
で、顧客を獲得し着実に評価を積み上げる。顧客のために専門外の
ことも常に熱心に学んでいるため、現在ではマーケティングやコンサ
ルティングからの広範な視点からアドバイスができる。現在は研修の
講師や著者としても人気がありリピートも多い。 

制度改正等の課題解決環境整備事業 

開催日：1 月22 日（月） 
時  間：14：00～16：０0 

会  場：茅野商工会議所 ４階 
（茅野市塚原 1-3-20） 

受講料：無料  定員：２５名(先着申込順) 

対象者：中小・小規模事業者 
（会員・非会員問わず） 

申込締切：１月１７日（水） 

主  催：茅野商工会議所 

 

法改正を正しく理解し知識と対応方法を身につける！ 

【 講 座 内 容 】 

1.電子帳簿保存法改正の概要 

2.電子帳簿保存法の３区分 

3.電子取引情報の具体的な保存方法 

4.中小企業での取引データの具体的な保存方法 

５．宥恕措置終了後 

(令和 6年 1月 1日以降)の具体的対応 

6.令和５年度税制改正による変更点 

 

～スキャナ保存・電子取引の要件が緩和、電子データ保存が義務化～ 
２０２１年度の税制改正で、電子帳簿保存法の要件が緩和され、２０２４年１月から電子データの保存が義務化され

ました（ただし２０２３年１２月３１日まで２年間の宥恕期間がありました）。本講習会では、電子帳簿保存法の概要や

具体的な対応について分かりやすく解説いたします。是非、皆様のご参加をお待ちしております。 

電子帳簿保存法 
改正のポイントと実務対応 

↑インターネットからもお申込みいただけます 

https://forms.gle/YwtXRY4mz4pASjsS9

